
国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程を次のとおり改正する。 

現         行 改  正 備   考 

国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程 

平成１９年１０月２４日

１９ 経 規程第２８号

 

第１条～第９条 省略 

 

（請求額の上限及び上限金額を下回る請求をした場合等） 

第１０条 第８条第２項の請求については、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定め

る割合の金額を上限とする。上限金額を下回る請求をした場合又は請求をしなかった場合は、

これらの金額と上限金額との差額を研究室へ配分する。 

 

一 共同研究及び寄附金 第５条第２項の産官学連携奨励費の金額の１０割 

二 受託研究及び補助金 第５条第２項の産官学連携奨励費の金額の１割 

２ 前項第２号の経費については、第５条第２項の産官学連携奨励費の９割の金額を研究室へ配

分する。 

 

 

 

 

 

第１１条～第１３条 省略 

 

附 則 省略 

 

 

 

 

第１条～第９条 省略（現行どおり） 

 

（請求額の上限及び上限金額を下回る請求をした場合等） 

第１０条 第８条第２項の請求については、次の各号に掲げる割合で算出した金額を上限とし、合

計金額は、５０万円を超えることはできないものとする。また、国、地方公共団体、独立行政法

人若しくは国立大学法人から受入れたもの又は交付を受けたものに係る産官学連携奨励費は、請

求の対象としない。 

一 共同研究及び寄附金 第５条第２項の産官学連携奨励費の金額の１０割 

二 受託研究及び補助金 第５条第２項の産官学連携奨励費の金額の１割 

２ 次の各号に掲げる金額は、研究室へ配分する。 

 一 前項の規定により請求の対象とならなかった金額 

二 請求可能な上限金額を下回る請求をした場合又は請求をしなかった場合における当該金額

と上限金額との差額

三 前項第２号の経費に係る産官学連携奨励費の９割の金額 

 

 

第１１条～第１３条 省略（現行どおり） 

    

附 則 省略（現行どおり） 

 

 

附 則（２０ 経教 規程第５９号） 

この規程は、平成２０年１０月２７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
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